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令和４年度一般会計予算 歳出・歳入の構成

社会保障
362,735
(33.7％)

地方交付税
交付金等
158,825
(14.8％) 公共事業

60,575
(5.6％)

文教及び
科学振興
53,901
(5.0％)

防衛
53,687
(5.0％)

その他
92,847
(8.6％)

債務償還費
160,733
(14.9％)

利払費等
82,660
(7.7％)

国債費
243,393
(22.6％)

一般歳出
673,746
(62.6％)

新型
コロナ対策
予備費
50,000
(4.6％)

一般会計
歳出総額

1,075,964
(100.0％)

租税及び印紙収入
652,350
(60.6％)

所得税
203,820
(18.9％)

法人税
133,360
(12.4％)

公債金
369,260
(34.3％)

消費税
215,730
(20.0％)

その他
99,440
(9.2％)

一般会計
歳入総額

1,075,964
(100.0％)

特例公債
306,750
(28.5％)

建設公債
62,510
(5.8％)

その他収入
54,354
(5.1％)

一般会計歳出

（注１） 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
（注２） 一般歳出における社会保障関係費の割合は53.8％。

一般会計歳入

※「一般歳出」とは、歳出総額から国債費及び地方交付税交付金等を除いた経費
のこと。

※「基礎的財政収支対象経費」（＝歳出総額のうち国債費の一部を除いた経費
のこと。当年度の政策的経費を表す指標）は、837,166（77.8％）

（単位:億円）

相続税 26,190（2.4％）
揮発油税 20,790（1.9％）
酒税 11,280（1.0％）
たばこ税 9,340（0.9％）
関税 8,250（0.8％）
石油石炭税 6,600（0.6％）
自動車重量税 3,850（0.4％）
電源開発促進税 3,130（0.3％）
その他の税収 570（0.1％）
印紙収入 9,440（0.9％）

食料安定供給関係費 12,701 （1.2％）
エネルギー対策費 8,756 （0.8％）
経済協力費 5,105 （0.5％）
中小企業対策費 1,713 （0.2％）
恩給関係費 1,221 （0.1％）
その他の事項経費 58,350 （5.4％）
予備費 5,000 （0.5％）
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税収の推移

（兆円）

（注）2015年度～2019年度は決算額、2020年度は決算額（実線）及び補正後予算額（点線）、2021年度は補正後予算額（実線）及び当初予算額（点線）、
2022年度は予算額。

56.3 
55.5 

58.8 

60.4 

58.4 

60.8 

63.9 
65.2 

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （年度）

補正後
55.1兆円

当初
57.4兆円

決算

補正後

予算



5

46.8 

50.8 

54.9 

60.1 59.8 

54.4 54.1 

51.0 
51.9 52.1 

53.9 

49.4 

47.2 

50.7 

47.9 

43.8 43.3 

45.6 

49.1 49.1 

51.0 

44.3 

38.7 

41.5 
42.8 

43.9 

47.0 

54.0 
56.3 55.5 

58.8 
60.4 

58.4 

60.8 

63.9 
65.2 

17.4 

18.0 

21.4 

26.0 
26.7 

23.2 23.7 

20.4 
19.5 

19.0 19.2 

17.0 

15.4 

18.8 
17.8 

14.8 

13.9 
14.7 

15.6 

14.1 

16.1 

15.0 

12.9 13.0 
13.5 

14.0 

15.5 

16.8 

17.8 17.6 

18.9 

19.9 19.2 

19.2 
20.0 

20.4 

15.8

18.4

19.0

18.4

16.6

13.7

12.1 12.4

13.7
14.5

13.5

11.4
10.8

11.7

10.3

9.5

10.1

11.4

13.3

14.9

14.7

10.0

6.4

9.0 9.4 9.8
10.5

11.0 10.8
10.3

12.012.3

10.8 11.2

12.9
13.3

3.3

4.6 5.0 5.2 5.6 5.6 5.8 6.1

9.3
10.1 10.4 9.8 9.8

9.8

9.7 10.0
10.610.5 10.310.0

9.8 10.010.2 10.4
10.8

16.0

17.4 17.2 17.5 17.7
18.4

21.0 21.1 21.6

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

70

62
(1987)

63
(1988)

平成元

(1989)

２

(1990)

３

(1991)

４

(1992)

５

(1993)

６

(1994)

７

(1995)

８

(1996)

９

(1997)

10
(1998)

11
(1999)

12
(2000)

13
(2001)

14
(2002)

15
(2003)

16
(2004)

17
(2005)

18
(2006)

19
(2007)

20
(2008)

21
(2009)

22
(2010)

23
(2011)

24
(2012)

25
(2013)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元

（2019）

２

（2020）

３補正

（2021）

４予算

（2022）

一 般 会 計 税 収 の 推 移

（兆円）

法人税(右軸)

一般会計税収計(左軸)

（注） 令和２年度以前は決算額、令和３年度は補正後予算額、令和４年度は予算額である。 （年度）

消費税(右軸)

所得税(右軸)

（兆円）



6

0

50

100

150

200

250

300

明23
(1890)

33
(1900)

43
(1910)

大9
(1920)

昭5
(1930)

15
(1940)

25
(1950)

35
(1960)

45
(1970)

55
(1980)

平2
(1990)

12
(2000)

22
(2010)

令2

戦前からの債務残高対GDP比の推移

（注１） 政府債務残高は、「国債及び借入金現在高」の年度末の値（「国債統計年報」等による）。令和３年度は当初予算に基づく計数であり、政府短期証券のうち財政融資資金証券、外国為替資
金証券、食糧証券の残高が発行限度額（計210兆円）となっていることに留意。なお、昭和20年度は第２次世界大戦終結時によりＧＮＰのデータがなく算出不能。

（注２） ＧＤＰは、昭和４年度までは「大川・高松・山本推計」における粗国民支出、昭和５年度から昭和29年度までは名目ＧＮＰ、昭和30年度以降は名目ＧＤＰの値（昭和29年度までは「日本
⾧期統計総覧」、昭和30年度以降は国民経済計算による（昭和30年度から昭和54年度までは68SNAベース、昭和55年度から平成５年度までは93SNAベース、平成６年度以降は08SNAベー
ス）。）。ただし、令和３年度は、 内閣府「中⾧期の経済財政に関する試算」（令和３年７月21日）による。

1894年
日清戦争

1904年
日露戦争

1914～1918年
第1次世界大戦

1923年
関東大震災

1927年
昭和金融恐慌

1931年
満州事変

1941～1945年
第2次世界大戦

1964年
東京オリンピック

1971年
ニクソンショック

1973年
第1次石油危機

1979年
第2次石油危機 1991年～

バブル崩壊

2008年
リーマンショック

2011年
東日本大震災

1961年
国民皆保険制度導入

1997年
アジア通貨危機

国内金融システム不安

※1945年度についてはGNPの
データがなく算出不能

（%）

（年度）

ハイパーインフレーション発生、
預金封鎖、新円切替、
財産税、戦時特別補償税等
による債務調整

2020年度
新型コロナウイルス

226.8％

2021年度
253.4％

（2020）
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平成15年度予算の編成等に関する建議（平成14年11月）

景気の自律的回復を阻害する構造要因を取り除くために、我が国は現在、「改革なくして成⾧なし」「民
間でできることは民間に、地方でできることは地方に」との考え方の下、経済社会の様々な分野において構
造改革を推進しており、これによりデフレを克服しながら民間需要主導の持続的な経済成⾧につなげ、活力
ある経済社会を構築することを目指している。（中略）
景気に対する財政政策の役割については、幅広い議論・研究がなされており、特に９０年代後半の我が
国における財政出動の有効性については、様々な議論があるところである。公共投資の量的拡大は、生
産性が低く効率性の劣る部門を温存してしまった面があり、結果的に持続的な経済成⾧につながらな
かった。・・・歳出構造の改革を通じて民間活力を引き出し、同時に財政の持続性を回復させることにより
国民の安心を確保することをその任とすべき（中略）
地方交付税制度、義務教育制度、社会保障制度、公共事業⾧期計画、特定財源制度、米政策など、
⾧年にわたり我が国の発展に寄与してきた諸制度は、今や新しい時代の要請に応えることが難しくなって
きている。過去においてはそれぞれの時代背景等の中で機能していた諸制度は、結果的に「ぼた餅が落ち
てくるのを待つ人たち」を増やし、財政の規律が失われてしまった。構造改革とは、これら諸制度を２１世
紀という新しい時代に相応しい制度に再構築するものであり、「保護・救済型」の制度から「自立支援型」の
制度へと転換していく作業である。

20年前の財審での議論
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プライマリーバランス、債務残高／ＧＤＰ比

国債費

利払費 財政収支
赤字

（債務残高の
増加幅）

公債金

政策的経費
（社会保障費、公共事
業費、地方交付税交付

金等）
税収、

その他収入

ＰＢ赤字

発散?

安定的低下?

債務残高 ／ GDP

毎年の収支（ＰＢ、財政収支）

国債費

利払費
公債金

政策的経費
（社会保障費、公共事
業費、地方交付税交付

金等）

税収、
その他収入

ＰＢ均衡

財政収支
赤字

（債務残高の
増加幅）

＝

返済能力
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（１＋ 名目成⾧率（ｇ））

（１＋ 名目金利（ｒ）） PB赤字

GDP

債務残高 ×

×

＝

＋
債務残高
対GDP比

(翌年度)

債務残高
対GDP比

名目金利(ｒ) ＝ 名目経済成⾧率(ｇ) で、 PB赤字 ＝ 0 であれば、債務残高対GDP比は一定

債務残高対GDP比の安定的な引下げのためには、プライマリーバランスの黒字化が必要

≈ ×
GDP

債務残高 PB赤字
対GDP比＋

の増加幅

＜参考＞

名目金利
（ｒ）

名目成⾧率
（ｇ）－

債務残高対GDP比、金利、成⾧率、ＰＢ



11

骨太2021（6月18日閣議決定）のポイント

・「経済・財政一体改革の進捗については、歳出の目安に沿った予算編成を行う最終年度となる2024年度において点検を
行い、財政健全化目標達成に向け、その後の歳出・歳入改革の取組に反映する。」

・「新経済・財政再生計画等に基づき、経済・財政一体改革を引き続き推進し、本年末までに改革工程の具体化を図る」
・「骨太方針2020等の内容に沿って、社会保障制度の基盤強化を着実に進め、人生100年時代に対応した社会保障制度

を構築し、世界に冠たる国民皆保険・皆年金の維持、そして持続可能なものとして次世代への継承を目指す。」

骨太方針2018で掲げた財政健全化目標（2025年度の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す、同時に債務残高対ＧＤＰ
比の安定的な引下げを目指す）を堅持する。ただし、感染症でいまだ不安定な経済財政状況を踏まえ、本年度内に、感染症の経済
財政への影響の検証を行い、その検証結果を踏まえ、目標年度を再確認する。

財政健全化目標

目標の実現に向けて

2022年度から2024年度までの３年間について、これまでと同様の歳出改革努力を継続することとし、以下の目安に沿った予算
編成を行う※。

① 社会保障関係費については、基盤強化期間においてその実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを
目指す方針とされていること、経済・物価動向等を踏まえ、その方針を継続する。

② 一般歳出のうち非社会保障関係費については、経済・物価動向等を踏まえつつ、これまでの歳出改革の取組を継続する。
③ 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要とな

る一般財源の総額について、2021年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。
※ 真に必要な財政需要の増加に対応するため、制度改革により恒久的な歳入増を確保する場合、歳出改革の取組に当たって考慮する等の新経済・財政再生計画において定めた取組

についても、引き続き推進する。その際、英米などの諸外国において、財政出動を行う中でその財源を賄う措置を講じようとしていることも参考とする。

歳出改革努力の継続
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〇 「骨太の方針２０２１」では、
・ ２０２５年度プライマリーバランス黒字化目標を堅持。
・ 「感染症でいまだ不安定な経済財政状況を踏まえ、本年度内に、感染症の経済財政への影響の検証を行い、その

検証結果を踏まえ、目標年度を再確認する。」とされていた。
⇒１月１４日の諮問会議で示された中⾧期試算の成⾧実現ケースにおいて、骨太方針に基づく取組を継続した場合、
２０２５年度に黒字化する姿が示される結果となり、「現時点で目標年度の変更が求められる状況にはない」こと
が確認された。

プライマリーバランス（対GDP比）

（年度）

・ 成⾧実現ケース（実質２％程度、名目３％程度）

・ 骨太方針に基づく取組を継続

２０２５年度に黒字化が可能との試算

＋0.4％
（＋2.2兆円）

2025

内閣府の中⾧期試算（2022年１月）
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内閣府の中⾧期試算（2022年1月）
＜国・地方プライマリーバランス（対GDP比）＞

＜実質経済成⾧率＞ ＜名目⾧期金利＞

＜公債等残高対GDP比＞ ＜消費者物価上昇率＞

（年度）

【2026】

成長実現ケース 成長実現ケース（歳出改革込み） ベースラインケース

（年度） （年度）

（年度）
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各国の収支に関する目標の状況

ＯＥＣＤ加盟国又は先進国（計41ヶ国）における収支に関する目標の状況

○ 欧州は、財政目標としてＰＢよりも厳しい「毎年」の「財政収支」を採用。日本は「現在ではなく将来の目標年度」
の「ＰＢ」を採用。現状の目標も極めて柔軟なものになっている。

○ 先進国の大半は、何らかの「収支に関する（フロー）目標」を持っている。

EU加盟国:24ヶ国 目標を定めている国:15ヶ国
目標を
定めて
いない国
:２ヶ国

ＥＵ以外の国:17ヶ国

（出所）IMFワーキングペーパー「Fiscal Rules and Fiscal Councils」（2022年１月）等により作成。
（注）同ペーパーでデータベースに含まれていない国は集計から除外。結果として、OＥＣＤ加盟国36ヶ国、ＯＥＣＤ非加盟だがＩＭＦの定義で先進国に分類されている国（キプロスなどＯＥＣＤ非加盟の
ＥＵ加盟国や、シンガポールなど）５ヶ国が対象。

収支に関する目標がある国:39ヶ国（95％）



15

▲ 10.0

▲ 8.0

▲ 6.0

▲ 4.0

▲ 2.0

0.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

（％）

財政収支

構造的財政収支

（暦年）

GDPギャップが
マイナス

GDPギャップが
プラス

GDPギャップが
マイナス

「構造的財政収支」について

（出所） OECD Economic Outlook 110 (2021年12月）:中央政府・地方政府・社会保障基金を合わせた一般政府ベース （注） 財政収支は対GDP比、構造的財政収支は対潜在GDP比。

【留意点】

○構造的財政収支は、算出に用いられる潜
在GDPや弾性値が、データや推計方法に
より大きく変化するなど、高い不確実性を
伴う点に留意が必要。

○現在のEUにおける財政ルール見直しの議
論においても、構造的財政収支については、
こうした不確実性が問題視され、ルールを
複雑化していると指摘されている。

○ 「構造的財政収支」と財政収支の差は、大半が景気の変化に伴う税収の増減であり、機械的に算出されている
もの。残りも景気の変化による失業給付の増減など。

○ OECDが公表している日本の「構造的財政収支」と財政収支の差は７兆円。この差の大半は景気悪化による税
収減6.5兆円。新型コロナ対応を含む経済対策関連の支出は含まれていない。

差の7兆円:
・大半は景気悪化による税収減:
6.5兆円
・残りは景気悪化による失業給付
増の歳出増 0.4兆円

▲34.7兆円

▲27.7兆円
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英国 米国 ドイツ 日本

日米欧の⾧期金利（10年債）の動き

（出所）Bloomberg （注）⾧期金利（10年債）は、対前年差
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主な金利ショックとその影響

背景 金利上昇幅

タテホショック

（1987年）

 事業会社による国債先物取引の失敗
 類似の損失を抱えている投資家がいるの

ではとの思惑が広がり、債券市場が動揺

３.８％
5/13:2.5％

→10/6:6.3％

資金運用部ショック
（1998~99年）

 大型の経済対策による国債増発懸念
 資金運用部による国債買入停止の決定

により、債券市場が動揺

１.6％
10/2:0.7％
→2/5:2.4％

VaRショック
（2003年）

 ⾧期金利が上昇局面にある中、国債市
場のボラティリティが上昇

 特定の債券運用ルール※による連鎖的な
債券売り
※VaR(バリュー・アット・リスク):相場の変動率が基準を超えると機
械的に債券を売り、リスクを回避するという運用ルール。

１.２％
6/12:0.4％
→9/2:1.7％

（出所）Bloomberg等
（注） 金利は10年利付債の終値。金利上昇幅についてはショック前後の最高値と最低値の差分を機械的に計算したもの。金利上昇幅及び各日金利ともに小数点２位を四捨五入。
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○ 金利（ｒ）よりも、成⾧率（ｇ）の方が高ければ、ＰＢ赤字が大きくても、計算上は、債務残対ＧＤＰ比は「いず
れ」は「収束」するとの主張もある。

○ しかし、計算上「収束」するには数百年かかるところ、実際に数百年にわたり金利（ｒ）よりも成⾧率（ｇ）を高い
水準に維持することは困難。また、債務残高対GDP比が極めて高い水準に増嵩していく中で、現実には各時点で
「収束」する経路なのか発散する経路なのか見分けはつかず、市場からの信認を維持できるとは考えられない。

○ 債務残高対GDP比が高い状態で、一旦、金利（ｒ）が成⾧率を上回れば、債務残高対GDP比は加速度的に発
散していき、財政は破綻する。

債務残高対GDP比のシミュレーション

510.0

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0 200 400 600 800 1000

債務残高対ＧＤＰ比のシミュレーション（％）

（年後）

＜前提＞※以下が永続する場合

 金利１％

 成⾧率２％

 ＰＢ赤字対ＧＤＰ比▲５％

＜計算結果＞

 債務残高対GDP比が安定する水準

は５００％超

 安定するには５００年以上かかる
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米国の最近の動向

超党派インフラ法（2021年11月15日成立）

○ インフラ投資等による成⾧を目指す「米国雇用計画」（2021年３月31日公表。８年間で総額約２兆ドル）の一部の施
策について、超党派の合意により、「超党派インフラ法」として11月15日に成立。

○ 新規支出は５年間で約5,500億ドル規模。補助金延期や手数料等により財源を確保。

ビルド・バック・ベター法案（議会で議論中）

○ 教育・医療・育児分野への投資による成⾧を目指す「米国家族計画」（４月28日公表。10年間で総額約1.8兆ドル）と、
「超党派インフラ法案」に盛り込まれなかった「米国雇用計画」の施策等について、民主党が単独での成立を目指し、10年間
の歳出計画を公表。その後、11月19日に「ビルド・バック・ベター法案」として下院で可決されたが、議会予算局の推計による
と1.7兆ドル規模。

○ 利益が10億ドル超の大企業に対する15％の最低課税など、税制改革等により必要な財源の確保を検討。
○ 上院で議論中だが、法案成立のためには、上院の民主党議員全員の賛成票が必要な中、一部の議員が、現下の高インフレ

と累増する債務残高を理由に、法案に反対姿勢を示しており、成立の見通しが立っていない。

2023年度大統領予算教書公表（2022年３月28日公表）

○ バイデン大統領は、予算教書の公表にあたり、「今回の予算において最も重要なことは財政への責任である（The first 
value is fiscal responsibility.）」と発言し、「賢明かつ、的を絞り、財源を十分措置した投資（smart, targeted, and 
fully-offset investments）」として経済成⾧や安全保障のための投資を行う一方で、その財源として、法人税率の引上げ
や資産１億ドル超の富裕層の所得に対する20%の最低課税等を提案。これらの政策の結果、10年間で１兆ドル以上の財
政赤字が削減できるとしている。

（注）米国では、予算は歳出予算法として議会が作成。大統領予算教書はあくまで政権としての「提案」であり、議会に対する拘束力はない。
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〇 支出1.7兆ドル（10年間）に対し、収入を1.7兆ドル（10年間）措置。
・ 利益10億ドル超の大企業に対する15％の最低課税（3,189億ドル）
・ 所得が1,000万ドル超の高所得者に対する追加課税（2,278億ドル）
・ 純投資所得課税（高所得者の金融所得等への追加課税）の適用範囲拡大（2,522億ドル） 等

〇 新規支出5,500億ドル（５年間）に対し、収入を5,476億ドル（10年間）措置。
・ メディケアに関する国庫からの補助金の施行延期（510億ドル）
・ 住宅ローン会社から政府支援機関（GSE）に支払う住宅ローン保証手数料の上乗せ措置（国庫に納入）
の延⾧（210億ドル）

・ 電波オークションによる収益（870億ドル） 等

〇 新規の施策・プログラムを制定するに当たり、他の分野での歳出減又は歳入増を伴わなければならない。
〇 2010年ペイアズユーゴー法により、OMB（行政管理予算局）は、年末の議会閉会後、14日以内に年次報

告を公表し、財政収支の悪化が示された場合、大統領は、収支の悪化分を回復するために必要な義務的経費
の削減を命令する。

ビルド・バック・ベター法案の財源（審議中）

超党派インフラ法の財源（2021年11月成立）

米国のペイアズユーゴー原則

米国の取組
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超党派インフラ法（Infrastructure Investment and Jobs Act）の主な措置

支出 収入※

（１）交通インフラ（2,840億ドル）
○橋や道路の修復・再建（1,100億ドル）
○旅客・貨物鉄道の整備（660億ドル）
○公共交通機関への投資（390億ドル）
○道路交通の安全性向上（110億ドル）
○空港整備（250億ドル）
○港湾・水路整備（170億ドル）
○EV（電気自動車）充電設備の設置（75億ドル）
○スクールバス・フェリーのグリーン化（75億ドル）
○コミュニティの再建（10億ドル）

（２）その他のインフラ（2,640億ドル）
○水インフラの整備・更新（浄水設備の整備等）（550億ドル）
○電力・送電設備への投資（再生エネルギーの拡大促進、新たな送電線の

整備）（650億ドル）
○高速ブロードバンドの普及（650億ドル）
○インフラの強靭化（サイバーセキュリティ、災害対策等）（500億ドル超）
○環境汚染地域の修復（210億ドル）
○西部の水インフラへの投資（老朽化対策等）（83億ドル）

（１）既存の新型コロナ対策予算の未使用分の振替え（2,100億ドル）
（２）メディケアに関する規制の施行延期（510億ドル）
（３）失業手当の残余金の活用（530億ドル）
（４）電波オークションに関する収益（870億ドル）
（５）インフラ投資法による経済成⾧効果（560億ドル）
（６）暗号資産に係る徴税強化（報告義務の強化）（280億ドル）
（７）政府支援機関（GSE）に支払う住宅ローン保証手数料の上乗せ措置

の延⾧（210億ドル）
（８）義務的支出に係る歳出削減期間の延⾧（87億ドル）
（９）化学物質の製造者や輸入者に対する税（superfund excise tax）

の再導入（145億ドル）
（10）時限的な税関手数料の適用期間延⾧（62億ドル）
（11）戦略石油備蓄（SPR）の売却（61億ドル）
（12）廃棄薬剤に関するメディケア支出の削減（32億ドル）
（13）確定給付型年金制度に関する金利平滑化オプションの拡大

（29億ドル）

※収入全体の金額は10年間で5,476億ドル。

米国の超党派インフラ法（Infrastructure Investment and Jobs Act）について

○ インフラ投資等による成⾧を目指す「米国雇用計画」（３月31日公表。８年間で総額約２兆ドル）の一部の施策について、超党
派の合意により、「超党派インフラ法」として11月15日に成立。

○ 新規支出は５年間で約5,500億ドル規模。財源は、既存の新型コロナ対策予算の未使用分の振替え等により調達予定。
※８月９日、議会予算局（CBO）は、審議中の法案により10年間で2,561億ドル財政赤字が拡大すると推計（ただし、法案による経済成⾧効果等は含まれていない）。

（出所）White House、議会予算局、合同租税委員会等

（2021年11月）
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米国の「Build Back Better法案」（気候変動対策・教育・社会保障関連法案）を巡る動向

◯ 教育・医療・育児・気候変動分野への投資による成⾧を目指し、10年間の歳出計画を公表（11月19日に下院で
可決された法案では、議会予算局の推計によると1.7兆ドル規模であり、議会で議論中）。税制改革等による必要な
財源の確保を検討。

（出所）ホワイトハウス、議会調査局（CBO）、合同租税委員会、各種報道等

【下院通過時点の法案】

支出（支出規模:1.7兆ドル） 収入（※１）
（１）家庭・子育てへの投資

・労働者家庭に対する子育て費用の補助（2,735億ドル）
・3・4歳児プレスクール無料化（1,090億ドル）
・病気・家族の看病のための有給休暇制度（2,115億ドル）
・米国救済法で拡充した児童税額控除・勤労所得税額控除の延⾧（1,697億
ドル）

・高等教育への投資（学士向けの連邦政府奨学金の上限額引上げ（110億ド
ル）等）

・低所得の高齢者・障害者の在宅介護への支援（1,517億ドル）
・手頃な価格の住宅への投資（公営住宅整備、家賃補助、住宅の購入の頭金
の補助等）（1,534億ドル）

・移民制度改善（1,439億ドル） 等
（２）医療保険等の負担軽減

・処方薬価引下げ（メディケア処方薬の年間自己負担額制限等）（▲2,622
億ドル）

・低所得者向けのオバマケアの拡充（医療保険料の引下げ等）（890億ドル）
・高齢者等のメディケアの適用範囲を聴覚障害まで拡大（367億ドル） 等

（３）気候変動関連の投資
・クリーンエネルギー税額控除の拡充・延⾧
・電化等への消費者向け補助金
・排出ガスゼロ車の国内製造等への補助等 等

（４）その他
・高所得者への徴税強化等を目的とした内国歳入庁(IRS)への予算配分（796
億ドル）

※支出規模は12月８日公表のCBO推計に基づき作成。

（１）利益が10億ドル超の大企業に対する15％の最低課税（3,189億ドル）
（２）自社株買いに対して１％の課税（1,242億ドル）
（３）FDII（Foreign-Derived Intangible Income）及びGILTI（Global

Intangible Low-Taxed Income）の実効税率引上げ（1,443億ドル）
（４）高所得者に対する追加課税（1,000万ドルを超える所得に5％、

2,500万ドルを超える所得にさらに3％）（2,278億ドル）
（５）事業損失の損益通算の制限（1,603億ドル）
（６）純投資所得課税（高所得者の金融所得等への追加課税）の適用範囲拡大

（2,522億ドル）
（７）州税・地方税の控除の上限に係る措置（148億ドル）
（８）内国歳入庁(IRS)による高所得者への徴税の強化等（2,070億ドル）※２

等

※１ 11月19日時点の合同租税委員会による試算（「IRSによる徴税の強化」の
みCBOの推計）。収入合計額は1兆4,759億ドル。

※２ イエレン財務⾧官は11月18日、「IRSによる徴税強化は財務省推計では
4000億ドル以上の収入増になり、法案のコストは十分に支払われる」と発言。
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英国の最近の動向

2021年財政法（2021年６月10日成立）

○ コロナの影響により悪化した財政を立て直すため、2023年４月から、最高税率を19％→25％に引上げ（収益25万ポンド超
の企業が対象）。
※ 収益５万ポンド（約750万円）超25万ポンド（約3,750万円）以下の企業は計算式に基づき、税率が25％から逓減。収益５万ポンド（約

750万円）以下の企業は19％で据え置き。

医療・介護制度改革計画（2021年９月７日公表）

○ 2022年４月から、コロナの中で先延ばしになっていた医療行為の実施や、医療・介護サービスの利便性向上等の財源として、
給与収入（労働者・使用者双方）及び利益（自営業者）に対する1.25%の医療・介護負担金を導入。

○ また、配当所得課税について、一律1.25％の税率引上げ。
※ 現行の税率は、7.5%・32.5%・38.1％の超過累進課税。

予算責任憲章2021（2021年10月27日公表）

○ スナク財務大臣は「次の危機が来た時に対応する財政余力を持っておくために、財政を強化する必要がある」と演説し、公的部門
を対象とする新たな財政健全化目標を公表。
① 経常的収支を2024年度までに均衡
② 純投資対GDP比を2026年度まで平均３％以内に抑制
③ 純債務残高対GDP比を2024年度までに減少

付加価値税率の一時的な引下げの終了（2022年４月１日）

○ 2020年７月に、外食、ホテル及び映画館等の一部の品目について、適用する付加価値税率を、標準税率20％から一時的
に５％へと引き下げたが、2021年10月から当該品目の税率を12.5%に引き上げ、2022年４月には標準税率20％に戻した。

（注） 経常的収支＝財政収支－純投資。純投資は、固定資産（道路、建物、兵器システム等）の純取得、研究開発費、民間部門への設備投資補助金など。
純債務残高はイングランド銀行を除いたもの。
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ドイツの最近の動向

リーマンショック後の財政健全化の取組（2009～2019年）

○ 2009年に連邦基本法（憲法）を改正し、連邦及び州政府に対し、財政収支を原則として均衡させることを義務付け。連邦政
府については、対GDP比0.35％の基準までは公債発行が可能（債務ブレーキ）。

○ 2010年６月に「財政健全化に向けた基本方針」を閣議決定し、2011～2014年に大規模な財政健全化策を実施。
○ こうした取組により、一般政府の財政収支は2012年以降黒字となり、債務残高対GDP比も82.5％（2010年）から59.2％

（2019年）まで低下（▲23.2％）。
※ 債務残高の実額も減少（2010年:21,149億ユーロ→2019年:20,576億ユーロ）

メルケル政権下におけるコロナ対応（2020～2021年）

○ コロナ対応のため、７年ぶりに新規公債を発行したが、同時に、連邦基本法のルールに基づき、2020年、2021年の一定水
準を超える債務について、2042年までの償還計画を議決。

○ 2020年７月に付加価値税率を一時的に引き下げた（標準税率:19％→16％、軽減税率:７％→５％）が、2021年１
月に元の税率に戻した。

2022年予算案、2026年までの財政計画（2022年３月16日公表）

○ 2023年からは、財政収支を均衡させる原則を再び遵守する予定。
○ 2020～2022年の一定水準を超える債務(2020年:696億ユーロ、2021年:1,925億ユーロ、2022年:806億ユーロ)につ

いて、「次世代のEU」資金に係るEU共同債の償還期間と合わせる形で、2028～2058年までの新たな償還計画を公表。
○ 国防強化のために特別基金を設置。1,000億ユーロを上限とする起債が可能（１回限り。既存の債務ブレーキの適用対象外）だ

が、当該債務の償還方法を法律で定める予定。基金の使途については、毎年議会で議決。

ショルツ政権発足（2021年12月８日）

○ メルケル政権下で2018年より財務大臣を務めた社会民主党（SPD）のショルツ氏が首相に就任。新たな財務大臣には自由民
主党（FDP）のリントナー党首が就任。
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フランスの最近の動向

「財政の将来に関する委員会」による報告書（2021年３月18日公表）

○ 2020年12月にカステックス首相が「財政の将来に関する委員会」を設置。同委員会による報告書の概要は以下のとおり。
・ 財政の持続可能性は、⾧期にわたり、歳出増を歳入増よりも抑えることに立脚すべき
・ コロナの支援措置は時限的なものとし、最も影響を受けた分野に集中すべき

安定化プログラム2021（2021年4月14日公表）

・ 2027年までに債務残高対GDP比を安定化させ、その後削減させる
・ 2022～2027年に、毎年の歳出の増加率を0.7％に抑制する

2022年予算（2021年９月22日閣議決定、12月30日公布）

○ 危機に起因する債務を明確にし償還を行っていくため、2022年予算法において、一般会計のコロナによる財政赤字拡大分に相
当する債務（1,650億ユーロ）を区分し、「公債公庫」を通じて2042年までに償還することを発表。

大統領選挙（2022年4月10日、4月24日）

○ 立候補者は、マクロン現大統領を含む12名。第１回投票日は４月10日、第２回投票日は４月24日。
○ マクロン大統領は、３月17日に公約を発表。記者会見において、2026年から債務残高対GDP比を低下させ、2027年に財政

赤字対GDP比を３％以下にする旨を発言。
（参考） フランスの大統領選挙は、単記２回投票制。第1回投票で、過半数を獲得した候補者がいる場合、その候補者が当選となる。第１回投票で過半数を獲得し

た候補者がいない場合は、第１回投票の上位２名で第２回投票を行い、多数を得た者が当選となる。

○ コロナ以前からの高失業率、不安定な雇用形態の多さ等を改善するため、従前から検討されていた失業保険改革（※）を施行。
主な改正事項は、短期雇用契約を結ぶことが多い企業に保険料負担の傾斜をかける制度の導入、失業手当受給要件の厳格化、
失業手当支給額計算方法の厳格化など。

（※） コロナ禍による不安定な経済状況等に鑑み数回延期されていたが、雇用情勢の改善を踏まえ施行。新型コロナ危機前の経済状況に戻れば、年間約23億ユーロの給
付削減につながるものと試算されている。

失業保険改革（2021年10月１日等施行）
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○ 総額8,069億ユーロの「次世代のEU」資金（Next Generation EU:NGEU）は、コロナ危機からの経済復興に当たり、
加盟国のグリーン・デジタル移行等を支援（2020年12月成立）。

○ その中核をなすのは7,238億ユーロの「復興・強靭化ファシリティ」 （Recovery and Resilience Facility:RRF） 。加盟国
が提出する復興・強靭化計画（ＥＵの承認が必要）に基づき、補助金又は融資として加盟国に配分。

○ 2021～2026年にEU共同債を発行することで資金調達されるが、プラスチック賦課金や排出権取引制度の拡張
などの新たな財源が確保され、2028～2058年にEU予算から償還される仕組み。

（出所） 欧州委員会資料等。 （注１） 金額は名目価格表示。2018年価格表示の場合、「次世代のEU」資金の総額は7,500億ユーロ（補助金3,900億ユーロ、融資3,600億ユーロ）。
（注２） Recovery and Resilience Scoreboardより作成（2022年３月時点。ＥＵに承認された22カ国の復興・強靭化計画を対象に集計）。
（注３） 収入規模は、①年間60億ユーロ（2021年４月欧州委員会公表資料）、②年間120億ユーロ（2026～2030年平均）、③年間10億ユーロ（2026～2030年平均）、④年間25～40億ユーロ

（2021年12月欧州委員会提案）。

「次世代のEU」資金を通じた加盟国の復興支援とその財源

総額
8,069億ユーロ（注１）

復興・強靭化
ファシリティ
(RRF）

7,238億ユーロ

RRF以外の
プログラム

831億ユーロ
全て補助金

補助金
3,380億ユーロ

融資
3,858億ユーロ

新型コロナによる打撃を受けた地域の復興のため柔軟な支援を
行う「React-EU基金」（506億ユーロ）、化石燃料関連産
業からクリーン・エネルギーなど新しい産業への円滑な転換の促
進（労働者の技能習得支援等）を行う「公正な移行基金」
（109億ユーロ）等

６つの政策分野 割合

グリーン移行 38％

デジタル移行 24％

スマートで持続可能で包摂的な
成⾧ （R&D、中小企業向け支援等）

14％

社会的・地域的結束 (公共事業等) 10％

衛生・経済・社会・制度的な強
靭性 ７％

次世代・子供・若年層政策 ７％

① プラスチック賦課金＜2021年１月に導入済＞
各加盟国において生産された非リサイクル包装廃棄物の重量に1kgあたり
0.8ユーロの金額を賦課し、EU予算の財源として充当。

② 排出権取引制度の拡張＜2023年１月までに導入予定＞
航空部門の無償割当廃止、海洋部門等への対象拡大。本制度（拡張
分含む）から得られる収入の25％をEU予算の財源として充当。

③ 炭素国境調整メカニズム＜2023年１月までに導入予定＞
対象となる製品の輸入（鉄鋼、アルミ等）に炭素価格を設定。本メカニズ
ムから得られる収入の75％をEU予算の財源として充当。

④ OECD/G20合意の「第１の柱」に基づく財源
＜ 2023年１月までに導入予定＞

2021年10月にOECD/G20において成立した国際課税の２本の柱の合
意の「第１の柱」に基づき、EU加盟国に配分される多国籍企業の超過利
益に係る税収のうち、15％をEU予算の財源として充当。

⑤ その他の追加財源
2023年末までに提案予定。

新たな財源の確保（注３）

「復興・強靭化ファシリティ」の使途（注２）
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◯ 1995～2015年の間、先進国＋Ｇ20で、健全でない財政状況が危機につながった可能性のある国（危機前
に、対ＧＤＰ比で財政赤字▲３％超 or 債務残高60％超の国※）は６ヶ国。

◯ ＩＭＦの調査では「財政危機」の定義は次のとおり。
（１）狭義のデフォルト（債務不履行）等の「信用事由」、（２）ＩＭＦからの多額の財政支援、
（３）ハイパーインフレ等の「潜在的財政破綻」、（４）市場からの資金調達の困難化等の「信認の喪失」

諸外国における財政危機の事例

ロシア（1998年）
◯ 生産性の低い企業への補助金等により財政は赤字傾向。それに対し、
高い政策金利の下、短期債中心の調達。為替は対ドルで一定幅に固定。

97年のアジア通貨危機を経て、市場のリスク回避によるルーブル売り・資
金流出が加速。原油価格の下落で財政赤字が継続。

◯ ルーブル買い介入・政策金利の引上げ等を行うも、短期国債金利が上
昇し、利払費が負担に。98年８月17日、ルーブル建て短期国債のデフォ
ルトとともにルーブルを切り下げ。

ブラジル（1999年）
◯ 90年頃に財政ファイナンスによりハイパーインフレに。高い政策金利や固
定相場制で対応するも、利払費が増加し財政は赤字傾向。

アジア危機・ロシア危機を経て資金流出が加速。
◯ 99年１月６日、地方州の対連邦政府の債務がデフォルトしたのを機に、
財政健全化や経済の安定に対する懸念から更に資金が流出。１月15日
にレアルを切り下げ。

トルコ（2001年）
◯ 90年代に財政ファイナンスにより高インフレ・高金利が慢性化。対応策と
して00年１月に準固定相場制を導入し、財政健全化策を策定。

アジア危機・ロシア危機を経て市場がリスク回避的となる中、00年11月、
中堅銀行の資金繰り懸念から金融不安も発生。

◯ 01年２月、大統領と首相の政治的な対立を機に金融危機が発生し、
資金が流出。同月に変動相場制へ移行。

アルゼンチン（2001年）
◯ 91年からドルにハードペッグしていたが、インフレ抑制に時間を要したため
輸出競争力が低下し、財政は赤字傾向。未発達な国内金融市場のため、
国債は外貨建てが約９割。

ロシア危機・ブラジル危機により資金流出が加速。
◯ IMFに支援を要請するも、金利上昇で利払費が増加し、01年12月に
外貨建て国債がデフォルト。翌02年に変動相場制に移行。

ギリシャ（2009年）
◯ 01年のユーロ圏加盟以降、ユーロの信用力を通じて金利が低下する中、
借入により歳出を拡大し、財政赤字を継続。

08年のリーマンショックにより経済・財政状況が悪化。
◯ 09年10月の政権交代後、財政統計の不正発覚を機に金利が上昇、
政府の資金調達が困難化。2012年３月にユーロ建て国債がデフォルト。
EU等の支援を受けつつ財政健全化を進めた。

ポルトガル（2011年）
◯ 非効率な公営企業の多さや労働生産性の低さによる低成⾧、高齢化
による年金関係支出の増加により、財政赤字が慢性化。

リーマンショックやギリシャ危機により経済・財政状況が悪化。
○ 11年３月、EUに提出する財政健全化策を巡って議会運営が行き詰ま
り、金利が上昇して政府の資金調達が困難化。EU等の支援を受けつつ財
政健全化を進めた。

※これらを満たさない国を含めると14ヶ国で財政危機が発生

（備考）ＩＭＦワーキングペーパー「Fiscal Crises」（2017年１月）、各種資料を基に作成。



１．財政総論

２．デジタル関係について

３．基金について

４．財政に関する広報・教育について
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デジタル人材育成 と 規制・制度の見直し

○ デジタル推進人材については、デジタル田園都市国家構想実現の枠組みの中で、5年間で230万人を育成するとの目標を設定
（2024年度末までに年間45万人の育成体制を構築）。その実現に向け、省庁横断的な施策が掲げられている。

○ 民間企業のDX促進策の一つともなる規制改革については、デジタル臨調でデジタル原則を踏まえて約4万以上の法令・通知通
達等について点検中。本年春までに見直しプランを取りまとめ、その後３年程度の集中改革期間に法令改正等を進める予定。

・数理・データサイエンス・AI教育の推進
・リカレント教育の推進

・公共職業訓練、求職者支援訓練、教育訓練給付におけるデジタル分野
の重点化

・人材開発支援助成金の拡充

※全受講者の３割程度がデジタル分野の訓練受講を目指す。

・デジタルスキル標準の設定（全社会人向けとDX推進人材向けを各々設定）
・デジタルスキル標準に基づいた教育コンテンツの整備
・地方におけるDX促進活動支援

※ポータルサイトを通じて適正コンテンツを紹介。

デジタル人材育成プラットフォームの構築 【経済産業省】

職業訓練のデジタル分野の重点化 【厚生労働省】

高等教育機関等におけるデジタル人材の育成確保 【文部科学省】

・先導的人材マッチング事業等
・地方創生移住支援事業等

デジタル人材の地域への還流促進 【内閣府等】

（出所）「第３回デジタル田園都市国家構想実現会議」（2022年2月）若宮大臣提出資料、「第２回デジタル臨調」（2021年12月）牧島大臣提出資料をもとに加工。

デジタル人材育成・確保の重点領域

デジタル技術の進展を見据えた規制見直しの方向性

既存の規制

定期的に点検・確認を求め
る規制

人が常にいること等を求め
る規制

公的な証明書・講習・閲覧
に対面・書面を求める規制

先行している規制見直し

カメラ・センサー・AI等によ
り点検・確認等を実施

オンラインを通じて離れた場
所からでも仕事が可能

オンラインなどを活用し、紙、
対面、訪問を見直し

技
術
の
進
歩

現場で人の目に頼る規制 施設維持・保守でセンサー等を
活用、監査を遠隔地から実施
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デジタル化による企業の生産性向上

○ 我が国のデジタル投資の大半は既存システムの維持に当てられており、他国と比べて、デジタル技術を活用したビジネス変革に
よる生産性向上を達成できていない、という指摘がある。
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デジタル人材の育成目標の実現に向けた取組

（出所）内閣官房「第３回デジタル田園都市国家構想実現会議」（2022年2月）



32（出所）内閣官房「第２回デジタル臨調」（2021年12月）

デジタル原則に基づく規制緩和の取組
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○ 2021年5月、公金受取口座登録法が成立。「特定公的給付」に指定された給付金事務を市区町村が行う際には、所得情報の
確認・利用が容易になるとともに、マイナンバーを利用した照合作業が可能になった（特定公的給付制度）。

○ また、同法により、マイナンバーを活用し、国民が給付金等の受取口座を事前に登録しておくことで、迅速かつ確実に支給を受けら
れるようにする制度も創設（公金受取口座制度）。現在、デジタル庁が公金受取口座登録のためのシステム整備などを進めており、
着実に取り組んでいく必要。

マイナンバーを利用した行政の効率化

（出所）左図はデジタル庁資料、右図はデジタル庁ＨＰ。

公金受取口座制度

１．行政機関等が保有する情報（地方税情報など）を、
給付金の事務のために取得・利用することができる。

２．上記の情報をマイナンバーを利用して管理することが
できる。

支給対象者の大宗をあらかじめ特定し、申請不要で
支給を行うことも可能となる。

申請者個人を一意に特定することが可能となり、給
付事務における照合作業が簡素化。

特定公的給付制度

※制度上は、他の市区町村が保有する税情報も
マイナンバーを利用して取得可能。
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基金の活用の際の対応例

◆ 執行状況等を踏まえた対応例

行政改革推進会議における指摘事項（令和3年12月9日）

水産業競争力強化基金について、事業見込みと執行実績との間で
大きな乖離が生じ続けている。本基金事業の中心である水産業競
争力強化漁船導入緊急支援事業をはじめとして、支援対象数量な
ど、事業の目標を明確化するなど、合理性・現実性のある執行計
画への見直しを精査し、本基金への積み増しについては慎重に行
うべきである。

（例）水産業競争力強化基金

平成27年度以降、各年度平均200億円超の予算措置を行って
きたが、執行状況等を踏まえ、令和３年度は、基金事業の中心
である「漁船リース事業」について、予算措置を見送り

年平均執行額 基金残高

漁船リース ６９億円 ４９７億円

その他 ６２億円 １３８億円

※１ 年平均執行額は令和２年度までの執行額の平均。
※２ 基金残高は令和２年度末時点。

（注）水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業は漁船リース事業の正式名称。

◆ 枠組み作りの対応例（事業採択の国への協議）

〇 基金への資金交付後の執行状況を適切に把握するため、基金への
交付完了後も従うべき条件として、事業採択の際の所管官庁への協
議や随時の状況報告を補助要綱に規定。

国基金法人
（事務局）事業者

①基金造成時に事業採択時の
国への協議を条件に設定

③事業採択決定
②事業採択の際に協議
随時、実施状況の報告

蓄電池の国内生産基盤確保のための
先端生産技術導入・開発促進事業費補助金実施要領

第２ 業務内容
10.促進事業及び基金設置法人に係る報告
(2) (1)のほか、大臣は、基金事業の効率的な実施のために必要と認めるときは、随時、基金設置法
人に対し、基金事業の実施状況について、報告を求めることができる。

(3) 大臣は、関係省庁からの求めに応じ、本事業の適切な執行の範囲内で、(1)及び(2)の報告内
容に関する必要な情報共有を行うことができる。

第４ 委託事業及び導入事業等
５．指導監督等
(3) 受託事業者が導入事業等の採択を行う場合には、第三者委員会を設置し、当該委員会による
審査を行い、大臣及び基金設置法人に対して協議しなければならない。

（例）蓄電池基金〇 基金の積み増し等を行う場合には、執行状況等を的確に把握
した上で、行政改革推進会議等とも連携しながら、適切な基金
規模となるよう予算措置等を行っていく必要がある。
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基金のPDCA強化

事業の継続性が見通せないために、民間活力を巻き込めず、
経済財政効果が限定される等といった単年度予算の弊害の是
正に向けて、基金を活用し多年度にわたり取り組む事業について、
PDCA強化による事業プロセスや成果に対する説明責任と透明
性の向上を通じて、予算における継続性の担保や政府の計画や
コミットメントを確保し、ワイズスペンディングの徹底と投資効率の
向上に結び付ける。

6.多年度にわたる基金事業のPDCA強化

a.科学技術の振興、経済安全保障、重要インフラの整備などの
国家課題に計画的に取り組む基金事業について、次の要素
を加えたPDCAの枠組みを2021年度末までに構築し、その
枠組みに基づく評価を2022年度以降実施する。

・具体的かつ定量的なアウトカム・アウトプット指標を含むロジッ
クモデルに基づいた政策体系の構築

・事業の進捗及び定量的指標の進捗の定期的な点検・評価
並びに原則として四半期ごとの支出状況と基金残高の公表

・進捗評価を受けた、その後の予算配分への反映

・外部専門家の知見を取り入れる仕組み

※単年度事業費10億円相当以上の基金事業（終期のない基金事業
については基金残高10億円以上のもの）が対象

まち再生基金のうち地域自立・活性化支援事業について、基金造
成以来、14年間で出資実績が1件のみであるにも関わらず、毎年度
管理費が発生している。その状況に鑑みると、基金事業を継続する
意義を、所管省庁として厳しく検討しなおすべきである。また、基金事
業の廃止も検討すべきである。そのうえで、国土交通省として、合理
性・現実性のある精度の高い事業見込みを検討し、保有額や保有
割合の適正性の精査を行い、精査の結果、余剰資金が生じる場合
には、余剰資金は国庫に返納すべきである。

◆ 行政事業レビュー等での見直しでの対応例

・基金事業の廃止を決定

・基金残高（6億円）については、令和3年度末に全額国庫返納。

（例）秋のレビューでの「まち再生基金」への指摘

◆ 新経済・経済再生計画改革工程表2021
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子供向け人気教材とのコラボ（うんこドリル 税金）
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子供向け人気教材とのコラボ（うんこドリル 税金）


